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第三次丸亀市総合計画策定支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣 旨 

丸亀市（以下「本市」という。）は、第三次丸亀市総合計画策定支援業務委託（以下「本

業務」という。）に関し、事業者を選定するため公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」

という。）を実施する。 

 

２ 委託業務の名称 

 第三次丸亀市総合計画策定支援業務委託 

 

３ 業務内容 

 第三次丸亀市総合計画策定支援業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）のとおりとす

る。 

 

４ 契約期間 

 契約締結日から令和８年３月 31 日までの間の必要な期間とする。 

 

５ 提案限度額 

 ２５，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 ※この金額を超える提案は無効とする。 

 

６ 参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たしていること。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的

とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託事業の対象者から除

く。 

(１) 本業務の仕様書の内容を適切かつ確実に実行できる十分な事業規模及び安定的な経

営基盤を有する者 

(２) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当していない

者 

(３) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 

ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 

① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者 

(４) 公告日から本業務のプレゼンテーション実施の日までに、丸亀市指名停止等措置規

程（平成 17 年訓令第 50 号）による指名停止を受けていない者 

(５) 国税及び地方税について滞納がない者 
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７ スケジュール及び事務手続き 

項 目 期 日 

① プロポーザルの公告開始・質問の受付 令和７年４月 １日（火） 

② 質問の提出期限 令和７年４月 ７日（月）午後５時 00分まで 

③ 質問の回答期限 令和７年４月 ９日（水）午後５時 00分まで 

④ 公告終了・参加表明書等の提出期限 令和７年４月 11日（金）午後５時 00分まで 

⑤ 選定(非選定)通知・企画提案書の要請 令和７年４月 14日（月） 

⑥ 辞退届の提出期限 
令和７年４月 24日（木）午後５時 00分まで 

⑦ 企画提案書の提出期限 

⑧ ヒアリング審査 令和７年４月 28日（月） 

⑨ 審査結果通知 令和７年４月 30日（水） 

⑩ 契約内容の調整、確定 

受託候補者に追って通知 ⑪ 見積書の提出 

⑫ 契約締結 

 

８ 質問書の受付及び回答 

本プロポーザルについての質問の受付及び回答は、次によるものとする。 

(１) 提出期限 令和７年４月７日（月）午後５時 00分まで 

(２) 提出方法 下記 18「応募・照会先」へ電子メール 

(３) 提出書類 様式任意 

(４) 回答方法 

 提出された質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあ

るものを除き、令和７年４月９日（水）午後５時 00分までに、市ホームページに掲

載し、その旨を質問者全員に電子メールにて通知する。 

 

９ 参加表明書等の提出 

 本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり書類を提出すること。 

(１) 提出書類 

・参加表明書（様式１） 

・参加表明者の概要が分かる資料（会社案内、パンフレットも可） 

・国税及び地方税に未納がないことを証明する書類（納税証明書） 

(２) 提出期限 令和７年４月 11 日（金）午後５時 00分まで 

(３) 提出場所 下記 18「応募・照会先」のとおり 

(４) 提出方法 配達記録が残る郵送による送付（期限内必着）又は持参 

  （原則、市役所開庁日の午前８時 30 分から午後５時 00 分まで） 
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10 参加資格の確認 

(１) 参加資格要件の確認 

 ６に定める参加資格要件を満たす者か確認を行い、参加資格の有無を決定する。 

(２) 選定（非選定）通知 

 参加表明書等を提出した者には、選定通知書（又は非選定通知書）に次に掲げる事

項を記載し通知する。 

① 参加資格があると認め、企画提案書の提出を要請する者に選定された者について

は、参加資格がある旨及び企画提案書の提出を要請する旨 

② 参加資格がないと認めた者については、選定されなかった旨及び非選定理由並び

に所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨 

・ 通 知 日 令和７年４月 14 日（月） 

・ 通知方法 電子メールにより通知（後日、書面でも通知） 

(３) 非選定理由の説明 

 （２）の非選定通知を受けた者は、通知した日の翌日から起算して５日（ただし、

丸亀市の休日を定める条例（平成 17 年条例第２号）第１条に規定する市の休日（以下

「休日」という。）を除く。）以内に、次に定めるところにより、非選定理由について

説明を求めることができる。 

・ 提出期限 非選定通知書に記載のとおり 

・ 提出方法 下記 18「応募・照会先」へ電子メール 

・ 提出書類 

 様式は任意とするが、押印がない場合は、必ず、本参加表明に係る責任者（当

該事務を担当する部門の長をいう。）及び担当者（当該事務を担当する者をい

う。）の氏名並びに記載内容を確認するための連絡先を記載すること。 

・ 回答方法 

 説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を除く。）

以内に書面により行う。 

(４) 参加辞退 

 参加表明書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、令和７年４月 24 日（木）

午後５時 00分までに、辞退届（様式２）を持参、郵送又は電子メールにより提出する

こと。 

 

11 企画提案書の提出 

企画提案書の提出を要請された者（以下「提案者」という。）は、次のとおり書類を提出

すること。 

(１) 企画提案書（※様式は任意とするが、下記の項目については必ず記載すること） 

・団体の概要 

 団体の業務概要、組織体制等 
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・団体の実績 

 本業務に類似する概ね５年間の受託実績 

・業務内容 

 総合計画策定の視点や方向性、市民意見聴取の手法、総合戦略と行革プランのまと

め方、独自提案など（※どのような総合計画ができるのか、具体的なイメージを掴む

ことができるものが好ましい） 

・業務実施体制 

・業務実施スケジュール 

・業務実施に係る経費 

 仕様書や企画提案書の内容に応じた見積内訳 

(２) 提出期限 令和７年４月 24 日（木）午後５時 00 分まで 

(３) 提出場所 下記 18「応募・照会先」のとおり 

(４) 提出方法 ９の（４）に同じ 

(５) 提出部数 ７部（原本１部、写し６部） 

※（１）の提出書類は、提出後の追加、修正等は認めない。 

※（２）の提出期限までに企画提案書の提出がなかった場合、辞退したものとみなす。 

※企画提案書は、下記 13「審査項目及び評価基準・評価方法」における各項目について

の記載であることを明確にすること。 

 

12 選定方法 

プロポーザル委員会において、次のとおり企画提案書に係るヒアリング及びプレゼンテ

ーションを実施し、受託候補者を選定する。 

(１) ヒアリングの予定日時 

令和７年４月 28 日（月） 

※詳細な時間等は、後日、電子メールにて通知する。 

(２) 実施時間 

１提案者あたり 30分以内（プレゼンテーション 20 分以内、質疑応答 10 分程度） 

(３) 留意事項 

・ヒアリング時の追加資料の配付は禁止する。 

・プレゼンテーション等は個別に行い、非公開とする。 

・プレゼンテーションでは、提出した企画提案書に沿って説明を行うこと。 

・プレゼンテーションにパソコン等の機器を使用する場合は、各自で用意すること。 

・プレゼンテーションにプロジェクター等の使用を希望する者は、事前に市担当者

と協議を行うこと。（機器の接続時間は持ち時間には含めない。） 
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13 審査項目及び評価基準・評価方法 

(１) 参加表明書、企画提案書及びヒアリングの内容に関する評価は、次の審査項目及び

評価基準により行う。 

審査項目 評価内容 配点 

団体の概要 
団体の業務概要、組織体制等が業務の遂行にあたり適切な

ものとなっているか。 
５点 

団体の実績 類似業務の受託実績を十分に有しているか。 ５点 

業務内容 

本業務の目的等を十分に理解し、仕様書で定めた業務内容

を十分に踏まえているか。 
10 点 

計画策定の視点や方向性について、本市の特性・課題を踏

まえた提案がされているか。 
10 点 

市民意見聴取の手法について、効果的かつ適切な方策が提

案されているか。また、集約した意見を的確に計画に反映

する手法となっているか。 

15 点 

総合計画に、総合戦略と行政改革推進プランをまとめる構

成についての考え方が明確かつ適切なものか。 
10 点 

市民の共感を呼び、本市とまちづくりを一緒に進めていき

たいと思っていただけるような総合計画が期待できるか。 
15 点 

提案者が有するノウハウ等を生かした独創的かつ効果的

な提案が盛り込まれているか。 
15 点 

業務実施体制 業務の実施体制や人員が確立・確保されているか。 ５点 

業 務 実 施 

スケジュール 

スケジュール案が具体的かつ的確となっているか。また、

効率的かつ実現可能なものとなっているか。 
５点 

業務実施に係る 

経     費 
見積額は、内容に対して適当な金額となっているか。 ５点 

(２) 評価方法 

 委員会において、（１）の審査項目について書類審査及びヒアリングを行い、評価

基準に基づく各委員の評価点を合計した総評価点数により評価する。 

 

14 受託候補者の特定 

(１) 受託候補者の特定方法 

 13の（２）の総評価点数が高い者から順位付けを行い、最も順位の高い者を受託

候補者として特定する。ただし、総評価点数が満点の 60％未満の者は、受託候補者

として特定しない。なお、提案者が１社の場合も同様の手続きとする。総評価点数

が同点の場合、見積書の額が安価な者を高い順位とする。 
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(２) 審査結果の通知 

 受託候補者に特定した者に対しては、特定した旨、総評価点数及び契約手続きの

旨を通知する。受託候補者に特定しなかった者に対しては、特定しなかった旨、特

定しなかった理由（以下「非特定理由」という。）、総評価点数及び所定の期限まで

に非特定理由についての説明を求めることができる旨を通知する。 

・通 知 日 令和７年４月 30 日（水） 

・通知方法 電子メールにより通知（後日、書面でも通知） 

 

(３) 非特定理由の説明 

 （２）の受託候補者に特定しなかった者は、通知した日の翌日から起算して５日

（ただし、休日を除く。）以内に、次のとおり書面により、市長に対して、説明を求

めることができる。 

・提出方法 下記 18「応募・照会先」へ電子メール 

・提出書類 

 様式は任意とするが、押印がない場合は、必ず、本ヒアリングに係る責任者（当

該事務を担当する部門の長をいう。）及び担当者（当該事務を担当する者をいう。）

の氏名並びに記載内容を確認するための連絡先を記載すること。 

・回答方法 

 説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を除く。）以内

に書面により行う。 

 

15 契約の締結 

 市長は、受託候補者に特定された者と本プロポーザルに提出された書類の内容を基本

とし、業務仕様及び契約の詳細を協議の上、契約を締結する。 

 なお、受託候補者に特定された者との協議が不調に終わった場合又は契約を辞退した

場合、あるいは失格に該当することが判明した場合は、14の（１）において付した次順

位の者と同様の手続きを行うものとする。 

 

16 失格要件 

次のいずれかに該当する場合は、提案者及び受託候補者の資格を取り消すものとする。 

(１) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(２) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(３) 参加資格要件を満たさなくなった場合 
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17 その他 

(１) 提出書類の作成及び提出に係る費用は、プロポーザル参加者の負担とする。 

(２) 提出された書類は、返還しない。 

(３) 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

(４) 業務実施体制に記載した者は、原則として変更することはできない。 

(５) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び企画提案書を無効とする。 

(６) 業者選定手続きの情報公開については、本プロポーザルに係る情報公開請求があっ

た場合には、丸亀市情報公開条例（平成 17 年条例第 21 号）に基づき対応する。ま

た、プロポーザル参加者は、丸亀市プロポーザル方式取扱規程（平成 28 年訓令第

31 号）第 19 条の規定のとおり、当該公開基準を了解のうえ参加すること。 

 

18 応募・照会先 

 〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目４番 21 号 

 丸亀市市長公室政策課 担当：真鍋、大川 

 ℡：0877-24-8839 FAX：0877-24-8860 

 Mail：seisaku-k@city.marugame.lg.jp 


